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川本前理事の業績について 

 

１． 就任及び退任日 

・平成１５年１０月０１日に独立行政法人国民生活センター理事就任 

・ 平成１８年０８月３１日に退任 

２． 在任期間 

２年１１ヶ月 

３．職務 

独立行政法人国民生活センター（以下「センター」という。）総務企画部（総務・業務

企画立案・総合調整・業績評価等）、経理管理部、相談調査部を所掌。 

４．主たる業績 

川本理事はセンターの総務企画部、経理管理部、相談調査部を所掌する職にあって、

理事長のリーダーシップの下、各業務の円滑な遂行のために事務処理の効率化・合理化

に努め所掌業務における積極的な指揮を通じ、理事長を的確に補佐し、次に挙げる業績

を上げた。 

○総務企画業務 

業務の効率化を推進するため、組織改編について平成１５年度より検討作業に着手

し平成１６年４月に実行した。 

中期計画に基づく年度計画については、目標達成のため各部を指導し平成１５～１

７年度計画の業務実績評価における評価項目の大部分においてＡ評価を達成した。１

８年度においても引き続き積極的な総合調整を行った。また、消費者問題の解決に寄

与するため内閣府はじめ関係省庁との連絡調整業務及び内外の消費者関連機関と積極

的な情報交流を図った。 

○経理管理業務 

中期計画に基づく「年度計画」の着実な遂行を図るため、実施計画予算を策定し、

効果的・効率的な予算執行に努めるとともに、国からのＰＩＯ－ＮＥＴ移管に伴う運

営体制整備を進め、万全を期した。また、管理業務の効率化を図り、中期目標を上回

る経費の抑制を図った。 

○相談調査業務 

苦情処理専門委員会において検討会を開催し、専門家と共に法的考察を行い、検討結

果について各地消費生活センターに配布することで、消費生活相談の質的向上に尽力し

た。個人情報保護法施行に備え、個人情報保護に関する相談受付・情報収集体制の構築

について積極的に関わり、同法の円滑な施行について万全を期した。 

相談情報を基に発表する情報提供については、時宜を得たテーマについて積極的に取

り組み、調査・分析を含めて拡大防止と未然防止に貢献した。そのほか、相談現場のニ
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ーズに応えた相談事例集や各種相談マニュアルの発行について、事前の検討会・研究会

の開催から冊子の発行に至る指揮を執った。 

５． 在職時に受けた報酬等に対する業績による増減実績 

  平成１５～１７年度の間において役員の業績を考慮した手当の増減の実績はない。 

平成１８年４月１日から役員給与規程を一部改正し、平成１７年度における内閣府独

立行政法人評価委員会の評価結果をセンターの基準により「Ａ評価」として規定に基づ

き業績給を支給した。 

６． 在職時の目的積立金の有無及び金額 

 センターは、費用進行基準を採用しているため、目的積立金は発生しない。 

 

 


